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住
民
税
非
課
税
の
世
帯
と
同
様
の

事
情
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
世
帯

（
３
年
１
月
か
ら
４
年
９
月
ま
で

の
家
計
急
変
が
対
象
）。

　
家
族
構
成
に
よ
っ
て
、
非
課
税

相
当
限
度
額
が
異
な
り
ま
す
。
収

入
が
非
課
税
世
帯
並
み
に
減
額
し

た
こ
と
を
、
３
年
分
所
得
の
確
定

申
告
書
や
源
泉
徴
収
票
、
離
職
証

明
書
な
ど
に
よ
り
確
認
し
判
定
し

ま
す
。
３
年
１
月
以
降
の
任
意
の

１
ケ
月
の
収
入
を
12
倍
し
て
年
収

を
算
定
す
る
方
法
も
あ
り
ま
す
。

※
申
請
時
点
で
住
民
登
録
さ
れ
て

い
る
市
町
村
が
給
付
し
ま
す

　
給
付
額

　
１
世
帯
当
た
り
10
万
円

　
給
付
時
期

　
申
請
書
類
受
け
付
け
後
約
２
週

間
後
を
目
途
に
、
指
定
の
口
座
に

振
り
込
み
ま
す
。

　
給
付
期
間
は
１
月
下
旬
か
ら
10

月
中
旬
頃
ま
で
。

　
国
の
決
定
に
基
づ
き
、
住
民
税

均
等
割
非
課
税
世
帯
な
ど
に
対
し
、

１
世
帯
当
た
り
10
万
円
の
臨
時
給

付
金
を
給
付
し
ま
す
。
こ
れ
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
が
長
期
化
す
る
中
、
さ
ま
ざ

ま
な
困
難
に
直
面
し
た
人
た
ち
の

生
活
や
暮
ら
し
を
支
援
す
る
た
め

に
行
わ
れ
る
も
の
で
す
。
対
象
世

帯
や
給
付
方
法
な
ど
は
、
次
の
と

お
り
で
す
。

　
対
象
世
帯

➊
住
民
税
非
課
税
世
帯

　
基
準
日
（
３
年
12
月
10
日
）
に

世
帯
全
員
の
３
年
度
分
の
住
民
税

均
等
割
が
非
課
税
の
世
帯
。

※
基
準
日
時
点
で
住
民
登
録
さ
れ

て
い
る
市
町
村
が
給
付
し
ま
す

※
世
帯
全
員
が
、
住
民
税
が
課
税

さ
れ
て
い
る
他
の
親
族
な
ど
の
扶

養
を
受
け
て
い
る
場
合
は
対
象
と

な
り
ま
せ
ん

➋
家
計
急
変
世
帯

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
を
受
け
て
家
計
が
急
変
し
、

住
民
税
非
課
税
世
帯
や
家
計
急
変
世
帯
に

臨
時
特
別
給
付
金
を
給
付
し
ま
す

　
給
付
方
法

　

世
帯
主
の
口
座
に
振
り
込
み
ま

す
。

➊
住
民
税
非
課
税
世
帯

　
市
が
非
課
税
世
帯
を
抽
出
し

「
支
給
要
件
確
認
書
」
ま
た
は
「
申

請
書
」
を
対
象
の
世
帯
に
送
付
し

ま
す
。
必
要
事
項
を
記
載
の
上
、

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

支
給
要
件
確
認
書
返
送
期
限
　
４

月
13
日
水

申
請
書
に
よ
る
申
請
期
限
　
９
月

30
日
金

➋
家
計
急
変
世
帯

　
対
象
と
な
る
世
帯
は
申
請
が
必

要
で
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限
　
９
月
30
日
金

　
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先

本
庁
福
祉
課
地
域
福
祉
係
（
☎

34-

２
３
２
４
）

臨時特別給付金の
「振り込め詐欺」や「個人情報のだまし取り」に
ご注意ください！

　自宅や職場などに市や国の職員をかたる不審な電話や郵便

があった場合は、すぐに市や警察に連絡してください。

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
▼


